
 

 

 

 
 

 

【協議事項】 

ア 令和７年度以降の区政運営方針における将来像について【区振興課】 

イ 令和６年度パブリック・コメント（パブコメ）の取扱いについて 

【区振興課】 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年６月２６日開催 

中央区協議会 

（中地域分科会） 

令和６年度 第３回中央区協議会

（中地域分科会） 

会議資料 



 第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名  令和 7年度以降の区政運営方針における将来像について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

〇背景 

区民の皆様とともに地域の課題を解決し、市民サービスの

向上や暮らしやすい地域づくりを進めるために、区長が区政

運営に当たっての基本的な方針、区の取組課題等を区政運営

方針として毎年度公表している。 

対象の区協議会 中央区協議会（中地域分科会） 

内  容 

令和 7 年度以降の区政運営方針における将来像について

意見を伺うもの。 

 

令和 7年度以降の区政運営方針は、区再編を契機として次

のとおりの策定方針とすることとなった。 

・「将来像」及び「基本方針」の 2項目で構成する。 

・区単位で作成し、地域（旧区）ごとの主要事業等を 

記載する。 

上記方針を代表会で協議したところ、各地域分科会の意見

を踏まえて策定することとなった。 

 ついては、「将来像」の作成にあたり、中央区全体の特性

や理想像を表すキーワード等について意見をいただくもの。 

 

 ○協議方法 

  ・事前回答票にて、事前に意見を事務局へ提出。 

  ・事務局が意見を取りまとめ、当日配布資料で提示。 

  ・当日配布資料を基に、意見交換。 

 

（補足） 

「将来像」 ･･･「キャッチフレーズ」及び「10 年後の 

        目指す姿」で構成 

「基本方針」･･･従来の「基本方針」及び「まちづくりの 

柱」を統合 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

〇今後の主な予定 

 令和 6年 6月    中央区各地域分科会で意見聴取 

 令和 6年 7月    中央区代表会で協議 

～令和 7 年 3月    区振興課、行政センターで骨子、素案を 

作成、逐次代表会及び分科会で協議 

 令和 7年 4、5月   策定したものを代表会及び分科会で報告 

公表 

担当課 中央区区振興課 

 

協議－ア 



令和 7年度以降の区政運営方針について 

 

中央区・区振興課 

 

１ 協議事項 

  令和 7年度以降の区政運営方針の策定方針及び策定スケジュールについて、意見を伺

うもの。 

 

２ 策定方針 

 ・総合計画に即した個別計画について、毎年度、区政運営方針を定める。 

 ・ただし、「将来像」は、中長期的な目標であることを明確にし、令和 6年度に策定す

る総合計画の第 2次推進プラン（計画期間 10 年（R7～16））との整合性を図り、期間

は 10年（R7～16）とする。 

 ・将来像は、「キャッチフレーズ」＋「10年後の目指す姿」で構成する。 

 ・各区でばらつきのあった「基本方針」と「まちづくりの柱」を「基本方針」に統合す

る。 

 ・区単位で作成するとともに、地域（旧区）ごとの主要事業等を記載する。 

 ・本庁所管事業であっても、これまで掲載していたレベルのものは継続して掲載する。 

 ・令和 6年度に、以上の考え方を区協議会と共有した上で、区協議会の意見を踏まえて

策定する。 

 

３ 策定スケジュール 

年月 代表会 地域分科会 

令和 6年 5月 策定方針、スケジュールについて

意見聴取 

 

令和 6年 6月 

～ 

令和 6年 9月 

将来像、基本方針（案）を検討（※） 

令和 6年 10 月 骨子を提示、意見聴取  

令和 6年 11 月 

～ 

令和 7年 1月 

意見を参考に素案を作成（※） 

令和 7年 2月 素案を提示、意見聴取  

令和 7年 3月  素案を付託、意見聴取 

令和 7年 3、4月 意見を参考に完成版を作成 

令和 7年 4月  完成版を報告 

令和 7年 5月 完成版を報告  

令和 7年 5月 公表 

※は、代表会又は地域分科会と行政（区振興課等）の協働で行うことを想定 

別紙１



年度 区 将来像 基本方針 まちづくりの柱

中区

［目指す将来像］
都市の顔 薫る文化の 中区

［基本方針］
◆親しまれ、信頼される区役所づくり
　区民の皆さまの意見を区政に十分に反映し、
質の高い行政サービスを提供することで満足度
を高めます。
◆安心して暮らせるまちづくり
　地域の防災・防犯力、安全性を高め、区民の
皆さまとの協働によって「安全・安心なまち
中区」を実現します。

［重点的な取り組みの柱］
1 にぎわいと文化を育むまち・中区
2 共生のこころで優しさあふれるまち・中区
3 安心して快適に暮らせるまち・中区

東区

［キャッチフレーズ］
人と人 心ふれあう未来へ
東区

［基本方針］
1 安全・安心な地域づくり
2 地域資源の再発見とその活用
3 健康で安心して生活するための支援体制の充
実
4 地域の声に応える区役所の運営

－

西区

［目指すまちの姿］
魅力多彩 個性輝く 西区
～産業・文化・自然・区民
の個性が輝くまちを目指し
ます～

－

［まちづくりの柱］
1 安心して暮らせるまちづくり
2 健やかで元気あふれるまちづくり
3 市民協働によるまちづくり
4 賑わいと活気にあふれるまちづくり

南区 －

［区の重点課題］
・継続的な防災教育
・デジタル技術の活用

［まちづくりの柱］
1 安全・安心に暮らせるまちづくり
2 区民がいきいきと活躍する協働まちづくり
3 様々な世代が快適に暮らせるまちづくり
4 地域資源を活かした魅力あるまちづくり

北区

産業と自然が織りなす人に
やさしい北区
～豊かな産業と地域資源が
融合する田園都市空間の創
出を目指します～

［基本方針］
1 安全で住みよいまちづくり
2 市民協働による区民主体のまちづくり
3 地域資源（歴史文化･自然）を活かしたまち
づくり
4 中山間地域を応援するまちづくり

－

浜北区

［浜北区の将来像］
副都心 夢人集う 浜北区
～夢をはぐくむみどり豊か
な住環境を形成するまちを
目指します～

［基本姿勢］
・区民の皆さまと、魅力ある副都心にふさわし
いまちづくりを進めます
 区民の皆さまの声に応え、住みよいまちづく
りに努めます
 地域の窓口として、わかりやすい説明、親切
でていねいな応対をします

［取り組みの柱］
1 安全で住みよいまちづくりの推進
2 人と地域がつながる、元気なまちづくりの
推進
3 地域文化を活かした、魅力あるまちづくり
の推進

天竜区

［天竜区の将来像］
森林と水 生命はぐくむ
天竜区
「豊かな自然と地域特性を
活かし、安心して定住でき
るまち」を目指します

［基本方針］
1 安全・安心に暮らせるまちづくりを進めます
2 区民の目線で地域福祉などの行政サービスを
提供します
3 市民協働で区の魅力・情報を発信します
4 自然との共生・保全と環境への貢献、森林資
源の活用を図ります
5 地域の資源を活かし、心の豊かさにつなげる
文化振興に取り組みます
6 ふるさとに愛着を持ち、今後もいきいきと活
躍できる地域を目指します

－

年度 区 基本方針

令
和
６
年
度

中央区
浜名区
天竜区

令和５年度までのものをベースに旧行政区単
位で作成し、新行政区単位でまとめる。

令
和
７
年
度

中央区
浜名区
天竜区

各区でばらつきがあったため、「基本方針」
と「まちづくりの柱」を「基本方針」に統
合。毎年度策定。

令和５年度および令和６年度以降の区政運営方針

令
和
５
年
度

-
(令和7年度に向けた策定作業)

・令和7～16年度(10年間）
　⇒総合計画 第2次推進プランと合わせる
・構成は、キャッチフレーズ＋10年後の目指す姿

将来像

別紙２（参考）



令和７年度以降の区政運営方針における将来像について

中央区（全体）の特性や理想像を表すキーワード等 理由・備考、その他意見

1 すべての区民（市民）が暮らしやすく尊重しあえる文化的なまちづくりを目指す
人口減少や多様性を認め合う将来に向けて、すべての世代、立場の人が暮らしやすくするためには、お互いに尊重しあうこと、自分の立場や考え方以外のものごとを理解しあうこ
とを目指していく。そのためには考え方や行動も文化的に行っていけるまちづくりを目指していく。

2 区民の「幸福度UP」

・区民に「質の高いサービスを提供」する為に予算の適正配分・スピード・職員のスキルアップ
・「安心、安全、快適、健康、生きがい」
・「交通事故50%減」←安全な道路作りを迅速に
　　　　　　　　　 ←公共交通機関の充実を
・「まちなかと自然豊かな地域との融合」
・「教育、医療、福祉を優先」した政策を

3 安心・安全なまち
交通事故の減少、交通ルールの厳守（車・人・自転車）
防災（地震・暴風・大雨対策）

4 住みよいまち

・協働センターを核にした地域づくり（市民と行政が協力できる体制）
・UDの考え方に基づいた都市整備（子どもにも高齢者にも生活しやすいまち）
・健康はままつ21の推進
・ごみの減量と出し方のマナー向上（3Rの推進、ごみ袋の記名）

5 にぎわいと活気のあるまち

文化施設（アクトシティ、美術館、フラワーパーク、動物園、浜松城と浜松城公園、浜松アリーナ、ToBiO、福祉交流センター、陸上競技場、野球場など）の活用
ex）・利用料を市民は安くする
　　・各施設を市内小中高校の文化・スポーツ行事で利用できるようにする（利用料は割引or1回だけ無料など）

図書館は今充実していると思うので、他の施設も創意工夫で利用率・稼働率を上げていくと活気があると思う。

6 文化・自然・産業が調和し、明日（将来）の暮らしが見えるまち
都市的な要素と、郊外、田園などの要素が入り交じっている中央区なので、それらをうまく調和させることで、中央区としての一体感が得られるのではないかと思う。また、現在
は、将来が極めて不透明で、将来に対する不安感が満ちている。そのようななか、区民が少しでも将来を見通すことができるようなまちづくりが出来れば良いと思う。

7 活気ある　安心・安全で　暮らしやすい　快適な生活がおくれる街 ―

8 花溢れる文教地区、安心・安全なまち、自然と共に暮らすまち ―

9
浜松市の中心として、産業・文化・自然と調和した暮らしやすいまちを目指す
やらまいか精神で魅力あるまちづくりを目指す

浜松の歴史と文化、先人たちの知恵、豊かな自然を活かしたまちづくりを、やらまいか精神で取り組む。
浜松を元気に、区民が安心して暮らせるまちをつくる。
浜松の魅力を全国に発信し、住みたいまちナンバーワンを目指す。

10 政令市としての中心市街地の再生（整備）
現在の浜松駅周辺の状況は、30万人都市にも劣る。私有地だから手を出せないではなく、どうすれば活性化出来るかを、行政・地権者・市民が一体となり取り組むことが必要では
ないか。

11 人と人とのつながり ―

12 豊かな人々　豊かな文化 多様性という言葉も思い浮かぶが、それだけではない豊かさがある

13 魅力あふれる自然と都市の融合 ―

14 アートなまち 音楽、美術館、博物館、自然、すべてにおいてアートを感じるようなまちになれば。アートは人の心にやさしさや余裕を生む

15 だれひとりとりこぼさず、広く市民をやさしさで包み込むような包容力のあるまち これからさまざまなことが多様化するなかで、課題も多くあるがそれを大きな心で包容して時代の変化とともに柔軟に対応していける人情味あふれるまち

16 一歩　二歩　前進を目標に！ ―

17 メリハリのあるまち ―

18 活力を高める、魅力あるまち ―

19 住民主体や行政と住民の協議 ―

20 身近な環境の改革 ―

21 住民視線 ―

22 子育てをしやすい街づくり

23 教育機関の統合と特色づくり

24 若い世代が仕事に魅力を感じる街

25 防災と子育て　都市と自然の調和　中央区 安心して暮らせるまちづくり　DX化と産業・農業の両立が出来る地域

中央区は、交通、産業、人口数、教育機関など政令都市浜松の中心的な地域であり、中央区の特色や現状を考慮しつつ、他の区とも連携を取り合っていく必要がある。

急激な少子高齢化　→　人口減少
・子育て、家事、仕事が女性に負担がかからないように、企業の対応が必要。また、シングルファーザー、シングルマザーへの就業、子育て支援も必要。
・子供の減少に伴い、教育機関の統合と共に、特色を作る。この学校はスポーツ、この学校は音楽、この学校が語学というように、専門の指導員を派遣する。また、生徒の数が
減っても、教員など子供の関わる人の人数は確保する。
・浜松には世界的な企業の本社が数々あるのに若い世代の人口が特に減っている。日本の真ん中で、東京、大阪にも行きやすく地の利は良い。浜松市と企業が話し合って、若い人
材が浜松に住みやすく、仕事もやりがいがあり、子育てもしやすい環境を作ることが必要。

浜松は、色々な意味で環境が整っている政令都市である。気候、自然に恵まれ、世界的な企業も数多くあり、地の利も良い。が、これら好条件が、連携をすることなくちぐはぐ
で、無駄が多く、今一つ魅力を発信できていないようにも感じる。本当に幸せな街づくりとは何かを皆で考え、それをコーディネイトできる機関、もしくは専門の人を置く必要が
あると思う。



 第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名  令和 6年度パブリック・コメント(パブコメ)の取扱いについて 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

・区協議会の協議事項は、代表会では区協議会の運営に関する事項や市の

諮問、協議事項を取扱い、地域分科会では地域づくりに関する事項や代

表会から付託された事項を取り扱う運用としており、条例や計画のパブ

コメは代表会の協議事項としている。 

・一方、昨年 11 月の中区協議会では、パブコメ案件が 8 件重なり、委員

から、資料の分量が多く、全てのパブコメ案件を協議事項とすることに

ついて、負担が大きいとの意見があった。 

・令和 6年 1月からの区協議会における、パブコメに関する運用は次のと

おりとした。 

 

 

 

 

 

 

 

・5 月の代表会において、運用区分③としたい案件について、地域分科会

で協議することが決定された。 

対象の区協議会 中央区協議会（中地域分科会） 

内  容 

(1)協議事項 

・別紙「令和 6 年度パブリック・コメント一覧表」（パブコメ一覧表）の

うち、パブコメ実施担当課からの説明を求める案件（運用区分③）につ

いて協議するもの。 

※パブコメ一覧表には運用区分②を反映済 

※各地域分科会での決定を踏まえ、7月の代表会で運用区分③について、

最終決定 

(2)流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

 － 

担当課 中央区区振興課 

5 月代表会：パブコメ一覧表の確認。運用区分③について地

域分科会で協議することを決定。 

6 月地域分科会：パブコメ一覧表の確認。運用区分③とした

い案件を決定。 

7 月代表会：6月の地域分科会の決定を踏まえたパブコメ一

覧表を確認・協議し、最終版として決定。 

7 月～：各協議会においてパブコメ実施担当課による説明の

実施。（日程は事務局と調整） 

パブコメの運用区分 

①原則として、情報提供までとし、概要版の配付にとどめる。 

ただし、以下②、③の場合は区協議会での説明を行う。 

②パブコメ実施担当課の判断によって意見を聴取する必要がある場合 

③区協議会から求められた場合。（ただし、説明は代表会又は地域分科

会のどちらか一方） 

協議－イ 



中 東 西 南

8
⑦概要

第４次浜松市男女共同参画基本計画は、すべての市民が性別にかかわりなく個人として尊重され、自らの意

思により個性と能力を十分に発揮することができる社会の実現を目指すことを目的として策定する計画で

す。

資料配付

全市域 無第４次浜松市男女共同参画基本計画(案) UD・男女共同参画課 11～12月 令和7年2月 令和7年4月

6

⑦概要
犯罪のない安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に向けて、基本的な方針に基づく具体的な政

策・施策等を総合的・体系的に推進していくことを目的に策定する計画です。
資料配付

全市域 無

(仮称)浜松市公共施設等総合管理計画(案)
アセットマネジメン

ト推進課
11月 令和7年2月 令和7年4月

7

浜松市犯罪のない安全で安心なまちづくり

基本計画(案)
市民生活課 11月 令和7年2月 令和7年4月

⑦概要
(仮称)浜松市公共施設等総合管理計画(案)は、市が保有する全ての資産を対象に、資産の見直しや活用、運

営管理、処分などに関するプロセス全般を資産経営と位置づけ、資産経営を⾧期的かつ着実に推進するため

の羅針盤として設定するものです。

資料配付

全市域 無

5

浜松市国際戦略プラン(案) 国際課 11月 令和7年2月 令和7年4月

4

⑦概要
本市の国際施策展開の指針となる「浜松市国際戦略プラン」が計画期間の最終年を迎えることから、現下の

社会情勢等を踏まえた第3次プランを策定し、引き続き、本市の活性化と国際社会への貢献を果たします。 資料配付

全市域 無

⑦概要
第3次浜松市中山間地域振興計画（案）は、中山間地域において少子化、高齢化、過疎化の流れが予想され

る中、持続的可能な地域社会の実現に向け、中山間地域が目指す姿を中山間地域・都市部双方の市民が共有

するとともに、今後の振興施策の指針を示していくことを目的に策定する計画です。

全市域 有

○

第３次浜松市中山間地域振興計画(案)
市民協働・地域政策課

(中山間地域振興担当)
10～11月 令和7年2月 令和7年4月

⑦概要
盛土災害の防止を目的とした盛土規制法の運用に係り、市域において盛土等行為の規制区域を設定し、法に

定める規制区域の公示を行うため、この規制区域（案）の意見募集を行うものです。

全市域 有

○

⑦概要
本市が掲げる教育の基本理念や目指す子供の姿の実現に向けて、基本的な方針に基づく具体的な政策・施策

等を総合的・体系的に推進していくことを目的に策定する計画です。
資料配付

全市域第４次浜松市教育総合計画(案) 教育総務課 8～9月 11月 令和7年4月 無

3

宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく宅地造

成等の工事規制区域及び特定盛土等規制区域の

告示(案)

土地政策課 11月 3月
令和7年

4～5月

①件名 ②担当課
③意見募集

期間

④結果等

公表

⑤実施

(施行)

2

別紙

令和６年度パブリック・コメント一覧表

1

浜松市総合計画基本計画(案) 企画課 8～9月 10月 令和7年4月

○
⑦概要

総合計画は基本構想、基本計画、実施計画の3層で構成されており、基本計画は基本構想に掲げる未来の理

想の姿の実現に向けて、⾧期的な展望に立った総合的な政策を定める計画です。

全市域 有

○ ○ ○

No. ⑥対象地域
⑧パブコメ担当課による説明（案）

説明の有無 中央

QR

 ｺｰﾄﾞ

※

※現行計画の概要等（市HP掲載）をご覧になりたい場合は、「QRコード」を読み取ることで閲覧可能です。
※「QRコード」は、㈱デンソーウェーブの登録商標です。



中 東 西 南
①件名 ②担当課

③意見募集

期間

④結果等

公表

⑤実施

(施行)

別紙

令和６年度パブリック・コメント一覧表

No. ⑥対象地域
⑧パブコメ担当課による説明（案）

説明の有無 中央

QR

 ｺｰﾄﾞ

※

環境政策課 11～12月

無

10

14

13

12

11

9

第3期浜松市スポーツ推進計画(（仮称）浜

松市スポーツ推進ビジョン)(案)
スポーツ振興課 11月 令和7年2月 令和7年3月

⑦概要
第3期浜松市スポーツ推進計画（案）は、スポーツに関わる新たな視点を取り入れ、スポーツ政策を戦略的

に推進するための計画です。

第３次浜松市環境基本計画(案)

第３次浜松市人権施策推進計画(案)
福祉総務課

人権啓発センター
12月～1月 令和7年2月 令和7年4月

⑦概要

浜松市環境基本条例の規定に基づき、市の「環境の保全及び創造に関する基本的な計画」として定めます。

平成27年に策定した第2次環境基本計画の計画期間が令和6年度で終了するため、第3次計画として内容を更

新します。

資料配付

全市域 無令和7年2月 令和7年4月

⑦概要
すべての人が、「幸せに生きていく」ことができ、「自分らしく生きていく」ことができるために、「思い

やりあふれる社会の実現」を目指すため策定する計画です。
資料配付

全市域

浜松市農業振興ビジョン(案) 農業水産課 11月 令和7年2月 令和7年4月

⑦概要
浜松市のみちづくり計画は、「道路における課題」、「上位・関連計画における将来像」等を踏まえ、今後

10年間における道路の基本理念や基本方針等を定める計画です。

全市域 有

○
浜松市のみちづくり計画(案) 道路企画課 11月 令和7年2月 令和7年4月

⑦概要
農業振興ビジョンは、基本方針、施策を分かりやすく市民に伝えるとともに推進体制を整え、本市の農業が

目指すべき将来像を実現するために策定するものです。
資料配付

全市域 無

資料配付

全市域 無

⑦概要
こども基本法第9条で策定される国こども大綱を勘案して、こども施策に関する基本的な方針、こども施策

に関する重要事項及びこども施策を推進するために必要な事項を定めるものです。
資料配付

全市域 無(仮称)浜松市こども計画(案) こども若者政策課 11～12月 令和7年2月 令和7年4月

※現行計画の概要等（市HP掲載）をご覧になりたい場合は、「QRコード」を読み取ることで閲覧可能です。
※「QRコード」は、㈱デンソーウェーブの登録商標です。



協議イ

代表会 地域分科会 資料配付

1 8～9月 2 9 2 1 地域分科会

2 8～9月 2 4 7 2 資料配付

3 11月 6 3 4 3 代表会

4 10～11月 7 2 4 4 代表会

5 11月 2 1 10 5 資料配付

6 11月 1 5 7 6 資料配付

7 11月 0 5 8 7 資料配付

8 11～12月 1 4 8 8 資料配付

9 11月 1 3 9 9 資料配付

10 11～12月 0 6 7 10 資料配付

11 11月 2 0 11 11 資料配付

12 11月 5 8 0 12 地域分科会

13 11～12月 4 2 7 13 資料配付

14 12～1月 1 4 8 14 資料配付第３次浜松市人権施策推進計画（案）

（仮称）浜松市こども計画（案）

浜松市農業振興ビジョン（案）

浜松市のみちづくり計画（案）

浜松市犯罪のない安全で安心なまちづくり
基本計画（案）

第４次浜松市男女共同参画基本計画（案）

第３期浜松市スポーツ推進計画（（仮称）
浜松市スポーツ推進ビジョン）（案）

浜松市総合計画基本計画（案）

第４次浜松市教育総合計画（案）

宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく宅
地造成等の工事規制区域及び特定盛土等規
制区域の告示（案）

第３次浜松市中山間地域振興計画（案）

第３次浜松市環境基本計画（案）

浜松市国際戦略プラン（案）

（仮称）浜松市公共施設等総合管理計画
（案）

№
（参考）
最多項目

令和６年度第３回中央区協議会(中地域分科会)　事前準備シートとりまとめ結果

令和６年度パブリック・コメント（パブコメ）の取扱いについて

№ 件名 実施時期
取扱い希望　集計

2


